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お
知
ら
せ

個
人
市
民
税・府
民
税
課
税

証
明
書
の
発
行

個
人
市
民
税・府
民
税
の
令
和
５
年
度（
令

和
４
年
中
所
得
）課
税
証
明
書
は
、
６
月
上

旬
ご
ろ
か
ら
発
行
し
ま
す
。

注
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
で
住
民
税
が
給
与
か

ら
特
別
徴
収（
差
し
引
き
）さ
れ
る
人
は
、

５
月
下
旬
ご
ろ
か
ら
発
行
し
ま
す（
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
６
月
上
旬
ご
ろ

ご
存
じ
で
す
か

固
定
資
産
税・

都
市
計
画
税
〜
共
有
〜

固
定
資
産（
土
地・家
屋
）を
複
数
の
人
で

共
有
し
て
い
る
場
合
の
固
定
資
産
税・
都
市

計
画
税
は
、
共
有
者
が
連
帯
し
て
納
税
義
務

を
負
う
こ
と
が
地
方
税
法
で
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
た
め
、
持
ち
分
に
応
じ
て
税
額

を
按
分
し
て
課
税
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

代
表
者
に
は
納
税
通
知
書
お
よ
び
納
付
書

を
、
代
表
者
以
外（
共
有
構
成
員
）に
は
納
税

通
知
書（
納
付
書
は
同
封
し
て
い
ま
せ
ん
）

を
、そ
れ
ぞ
れ
５
月
以
降
に
送
付
予
定
で
す
。

あ
ら
か
じ
め
、
代
表
者
を
含
む
共
有
構
成

員
間
で
納
付
方
法
な
ど
に
つ
い
て
取
り
決
め

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

生活保護適正化情報ダイヤル
市民の皆さんから、生活保護の不正受給などに

関することや、本当に生活に困窮しているにも関
わらず、市に相談していない人の情報などを受け
付け、その情報をもとに独自に調査を行います。
提供された情報は厳密に取り扱い、情報提供者

の個人情報は厳守します。
市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

問生活福祉課   ℡06-6992-1593   Mori_seikatuf@city-moriguchi-osaka.jp

専用電話番号06-6998 -7921   受付時間平日9:00～17:30

次のような情報をお待ちしています。
▽仕事をしているのに市に報告していない
▽財産があるのに、生活保護費を受給している
▽虚偽の世帯構成で生活保護を受けている
▽ 生活保護受給者を安いアパートに住まわせて保護費を搾
取するなど、貧困ビジネスの疑いがある

▽自身の処方薬を他人に渡している
▽ 本当に生活に困っているのに、市や民生委員に相談して
いない

人
事
異
動

（
市
教
育
委
員
会
教
育
長
任
命
）

退
任

３
月
30
日
付
け

太
田
知
啓
氏（
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育

局
視
学
官
へ
帰
任
）

任
命

４
月
１
日
付
け

田た
な
か
ま
こ
と

中
実
氏（
前
大
阪
府
教
育
庁
教
職
員
室
長
）

（
４
月
１
日
付
け
人
事
異
動
）

〔

〕内
は
旧
職
。

【
部
長
級
】

▽
人
事
異
動

市
長
室
長（
兼
）危
機
管
理
監〔
市
長
室
長
〕高

橋
幸
司
、
企
画
財
政
部
長〔
こ
ど
も
部
長
〕尾

崎
剛
、
こ
ど
も
部
長〔
危
機
管
理
監
〕田
中
秀

典
、
教
育
監〔
教
育
監（
兼
）教
育
部
長
〕森
田

大
輔
、教
育
部
次
長（
兼
）教
育
部
長
心
得〔
総

務
部
法
制
文
書
課
長
〕瀬
尾
克
典

▽
帰
任
に
よ
る
退
職
者

西
川
謙
太〔
企
画
財
政
部
長
〕

（
総
務
省
自
治
財
政
局
調
整
課
主
幹
へ
帰
任
）

問
人
事
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
０
８

大
阪
府
か
ら
の
お
知
ら
せ

自
動
車
税（
種
別
割
）の
納
期
期
限
は
、
５

月
31
日（
水
）で
す
。

府
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機

関
も
し
く
は
、
収
納
代
理
金
融
機
関
、
大
阪

府
内
の
郵
便
局
、
府
税
事
務
所
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
、
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な

ど
を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
納

付
や
、
府
税
の
収
納
を
扱
う
金
融
機
関（
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
除
く
）の
Ｐ
ａ
ｙ-

ｅ
ａ
ｓ
ｙ

（
ペ
イ
ジ
ー
）に
対
応
し
て
い
る
Ａ
Ｔ
Ｍ
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
に
よ
る
収
納
も

可
能
で
す
。

さ
ら
に
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ

「
Ｐペ

イ

ビ

ー

ａ
ｙ
Ｂ
」「
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐペ

イ
ａ
ｙ
請
求
書
支

払
い
」「
楽
天
銀
行
コ
ン
ビ
ニ
支
払
サ
ー
ビ
ス
」

を
利
用
し
て
納
付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
各
金
融
機
関

や
大
阪
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ『
府
税
あ
ら
か
る
と
』で
検

索
！

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
な

ど
に
よ
り
、
納
付
が
困
難
で
あ
る
場
合
に

は
、納
付
を
猶
予
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

納
付
が
困
難
な
場
合
は
早
め
に
管
轄
の
府

税
事
務
所・
大
阪
自
動
車
税
事
務
所
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
受
付
時
間
…
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５

時
45
分
）

℡
０
５
７
０
・
０
２
・
０
１
５
６

℡
０
６
・
６
７
７
６
・
７
０
２
１（
※
一
部

の
Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
で
つ
な
が
ら
な
い
場
合

は
こ
ち
ら
ま
で
）

※
納
税
通
知
書
等
の
発
送
直
後
や
朝
９
時
台

は
、
つ
な
が
り
に
く
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▽
自
動
車
税
Ａ
Ｉ
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト

自
動
応
答
機
能
に
よ
り
24
時
間
問
い
合
わ

せ
可
能
で
す
。

▽
車
住
所
変
更

引
っ
越
し
の
際
に
す
ぐ
に
運
輸
支
局
で
住

所
変
更
登
録
が
で
き
な
い
場
合
は
、
納
税
通

知
書
等
の
送
付
先
変
更
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

と
な
り
、
事
前
に
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
取

得
が
必
要
）。

証
明
書
の
取
得
を
予
定
し
て
い
る
人
は
、

提
出
先
が
発
行
す
る
説
明
書
な
ど
で
必
要

年
度
を
再
度
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
不
明

な
点
は
、事
前
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
受
付
担
当

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
０
６

5月の市民無料相談 オンライン予約はこちら➡　　　　　　　　

注祝日・休日の受付・相談はありません。ただし、生活不安や仕事の相談は日曜日も実施する場合があります。
　法律相談の同一内容の相談は原則1回です。
種別 相談名 内容 日・曜日 時間 予約方法 場所 問い合わせ先

法律

法律相談
（弁護士）

相続・離婚・金銭や土地建物の賃借問題など
（1人30分・先着14人） 毎週木曜日 13：00～16：30

オンライン
（相談日の
1週間前の
0：00から）
電話

（相談日の
1週間前の
9：00から）

市役所1階
市民相談室101・102

人権室
℡ 06-6992-1512

法律相談
（司法書士）

相続・離婚・金銭や土地建物の賃借問題など
（1人30分・先着8人） 第2・3・4火曜日 13：00～15：00

登記相談
（司法書士）

相続・贈与などの登記
（1人30分・先着4人） 第2水曜日 13：00～15：00

行政書士相談
（行政書士）

成年後見・各種契約書の作成など
（1人30分・先着6人） 第1火曜日 13：00～16：00

不動産一般相談
（宅地建物取引士）

賃貸借契約・不動産活用など
（1人30分・先着6人） 第1火曜日 13：00～16：00

税務相談
（税理士）

相続・所得・贈与税など
（1人30分・先着6人） 第2金曜日 13：00～16：00

市役所5階
相談室507

行政 行政相談
（行政相談委員） 国などの行政に対する要望や苦情など 第4火曜日 10：00～12：00 前日まで

人権
相談

人権相談
人権相談員による相談 毎週月・水・金曜日 9：00～12：00 当日直接人権擁護委員による相談 毎週木曜日 13：00～16：00
人権電話相談 第2・4金曜日 17：00～20：00 当日電話

女性のための
悩み相談

心理臨床カウンセラー・中井紀子氏による女
性のための相談（1人50分） 第1・2・3・4火曜日 13：00～16：00

オンライン
電話

LGBTQ+人権相談 トランスジェンダー当事者・柴谷宗叔氏による
LGBTQ+人権相談 第2木曜日 17：00～20：00

福祉 福祉の総合相談 コミュニティソーシャルワーカーによる福祉
に関する総合相談

平日 9：00～17：30

当日直接

市役所 7階守口市
社会福祉協議会

守口市社会福祉協議会
℡ 06-6992-2715

平日
10：00～16：00
（各コミュニティ
センターの開催
日時を除く）

藤田事務所
（藤田町 4-20-1）

5月９日（火）

10：00～12：00

北部コミュニティ
センター

5月１6日（火） 錦コミュニティ
センター

5月23日（火） 八雲東コミュニティ
センター

5月11日（木） 南部エリアコミュニ
ティセンター

5月18日（木） 東部エリアコミュニ
ティセンター

6月1日（木） 庭窪コミュニティ
センター

生活 生活不安や仕事の
相談 暮らしや仕事など、さまざまな困りごとなど

平日 9：00～17：30
電話 市役所 6階くらしサ

ポートセンター守口
くらしサポート
センター守口
0800-200-8011第2・4日曜日 9：00～13：00

介護 介護保険について 弁護士による介護保険サービスに関する苦情
相談（1人1時間以内） 第2水曜日 15：30～17：30 前日までに

電話
市役所1階

市民相談室102

くすのき広域連合
℡ 06-6992-2180
同連合守口支所
（高齢介護課内）
℡ 06-6992-2180

空き家 空き家不動産無料
相談会 空き家、不動産に関する困りごとなど 第4月曜日 10：00～12：00 電話 市役所1階

市民相談室101
（公社）全日本不動産
協会大阪東支部
℡ 06-4250-9191

植物 みどりの相談窓口 植物を育てる上での困り事など 第3木曜日 13：00～16：00 電話 大枝公園 大枝公園
℡ 06-6991-8248

進路 進路選択などの
相談 進路や奨学金のことなど 平日 9：00～17：30 電話 市役所6階学校教育課 学校教育課

℡ 06-6995-3151




